
”同性パートナーシップ制度”って何？

女性への暴力撤廃はＳＤＧｓ目標の一つ

11月25日は、「女性に対する暴力撤廃国際日」。

これを受け、毎年、11月 12～25日の 2週間は、全

国的に「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発期

間として、さまざまなキャンペーンが行われています。

宇部市でも、ときわ公園内の石炭記念館を、シンボ

ルカラーのパープルでライトアップしました。

たとえいかなる理由があろうとも、暴力は決して許さ

れるべきものではありません。

一人ひとりが高い人権意識を持ち、互いに相手を

尊重できる社会づくりを進めていきましょう。

ＤＶは、子どもの成長にとって大切な安全・安心を根底から壊し、子どもの

心や身体にさまざまな悪影響を与えます。

子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが、特に、子どもの見

ている前で夫婦間で暴力をふるうこと（面前ＤＶ）は、子どもへの心理的虐待

にあたる深刻な問題です。

また、ＤＶ被害を受けている人は、加害者に対する恐怖心などから、子ども

に対する暴力を制止することができなくなる場合があります。

もし、「自分にも心当たりが…。」と思われたら、家族間の信頼関係が崩れ

ていく前に、迷わず専門の相談機関を訪ねてみてください。

あなたのプライバシーは守られますので、安心してご相談ください。

ＤＶの陰に潜む児童虐待に注意を！

※祝日､年末年始は除きます。

男性相談は予約が必要です。

男女間の人権問題について考えてみよう
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“同性パートナーシップ制度”とは、地方自治体が、同性カップルに対して、

二人のパートナーシップが婚姻と同等であると承認し、自治体独自の証明書

を発行するもので、平成27年に、東京都の渋谷区と世田谷区で同時に施行

され、その後、この制度を導入する自治体が増えています。

海外の先進国で導入されている「シビルユニオン（法律婚と同様あるいは

類似する法的権利を認められているカップル）」とは異なり、法的な保証など

が十分に受けられるものではありませんが、当事者の方々にとっては、公的

に認められる関係ということで、1つの明るい材料となっています。

宇部市においても、人権施策推進審議会でご意見を伺い、他市等の取組

状況も参考にしながら、今後、導入に向けた検討を行っていきます。
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